
【二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請の添付書類】 

 

※法 ：廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

  令 ：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 

  規則：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 

 

一 次に掲げる事項を記載した事業計画 

イ 規則第８条の３８の５第２項第２号に掲げる者が行う当該申請に係る産業廃棄物の

収集、運搬又は処分の内容 

ロ 当該申請に係る産業廃棄物について最終処分が終了するまでの一連の処理の行程 

ハ 当該申請に係る産業廃棄物の処分に伴い生ずる廃棄物（再生品を除く。）の種類、性

状及び処理方法 

ニ 収集又は運搬を行う場合にあっては、当該収集又は運搬の用に供する施設の種類及

び数量 

ホ 処分を行う場合にあっては、当該処分の用に供する施設の種類、数量、設置場所、

設置年月日及び処理能力並びに処理方式（当該施設が産業廃棄物の最終処分場である

場合にあっては、埋立地（規則第１０条の４第１項第４号に規定する埋立地をいう。）

の面積及び埋立容量。）、構造及び設備の概要 

ヘ 積替え又は保管を行う場合にあっては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる

事項 

（１）所在地 

（２）面積 

（３）積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、

水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含

む。） 

（４）積替え又は処分等のための保管上限 

（５）規則第１条の６の規定の例による高さのうち最高のもの 

ト 当該申請に係る産業廃棄物を生ずる事業場の名称及び所在地 

チ 法第１４条第１項若しくは第６項又は第１４条の４第１項若しくは第６項の許可を

受けている場合にあっては、これらの許可に係る許可番号（これらの許可申請をして

いる場合にあっては、申請年月日） 

リ 次に掲げる産業廃棄物等の一年間の数量又は熱量 

（１）当該申請に係る収集、運搬又は処分を行う産業廃棄物の種類ごとの数量 

（２）当該申請に係る処分に伴い生ずる廃棄物（再生品を除く。）の種類ごとの数量 

（３）再生を行う場合にあっては再生品の種類ごとの数量 

（４）熱回収を行う場合にあっては当該熱回収により得ようとする熱量 

ヌ 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する体制 

ル 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分以外の産業廃棄物の処理を行う場

合にあっては、当該産業廃棄物と区分して処理するために必要な措置の内容 

 



ヲ 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を当該二以上の事業者以外の者に

委託する場合にあっては、受託者と締結する委託契約の内容及び当該受託者に交付す

る管理票に関する事項 

ワ 環境大臣が定める事項 

二 定款又は寄附行為及び登記事項証明書（規則第８条の３８の２第２号ハに規定する基

準に適合したものであることを示すものを含む。） 

三 規則第８条の３８の２に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者以外の全

ての事業者に係る株主名簿（これに準ずるものを含む。） 

四 規則第８条の３８の５第２項第２号に掲げる者が規則第８条の３８の３第５号から第

８号までに適合することを示す次に掲げる書類 

イ 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行うに足りる技術的能力を説明

する書類 

ロ 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の開始に要する資金の総額及びそ

の資金の調達方法を記載した書類 

ハ 直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、

個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 

ニ 法第１４条第５項第２号イからニまで及びヘ並びに規則第８条の３８の３第８号に

該当しない者であることを誓約する書面 

ホ 法第１４条第５項第２号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の

住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 

ヘ 役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証

明書 

ト 令第６条の１０に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成

年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 

五 規則第８条の３８の５第２項第４号に規定する業務を執行する役員の氏名及び住所並

びに規則第８条の３８の２に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者から派

遣されていることを示す書類 

六 当該申請に係る産業廃棄物の処分の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合

にあっては、当該施設について許可を受けていることを証する書類 

七 上記のほか、当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設の構

造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付

近の見取図その他の当該施設が規則第８条の３８の３第９号に規定する基準に適合した

ものであることを示す書類 

八 申請者が当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設（積替え

又は保管の場所を含む。）の所有権を有すること（申請者が所有権を有しない場合には、

使用する権原を有すること）を証する書類 

九 規則第８条の３８の２第２号ハに規定する基準に適合したものであることを示す書類

（第二号に掲げるものを除く。） 

十 その他環境大臣が定める書類 


